
南砺市まちづくり基本条例が施行されて今年で５年目です。この条例は、これからの南砺市の
まちづくりの仕組みや方向性を定めた条例です。まちづくりの基本原則は、「市民が主体」「情報
の共有」「協働のまちづくり」です。そこで、市民のみなさんのご提言を直接お伺いし、対話に
よるまちづくりをより一層進めていくことを目的として「出前市長室」を開設します。市内各地域
にお伺いしますので、限られた日程・時間ではありますが、みなさんのお越しをお待ちしています。

出前市長室の開設

市長と気軽に
話しませんか？

個人的要望は
ご遠慮ください

ぜひお越しください。
出前市長室でみなさんと
一緒に考えましょう！

子育て中の
若い世代向けに、こんな
支援があったら定住に
つながらないかしら

これからの
まちづくりについて
思うところを
直接市長に
提言したい！

北陸新幹線が開業して
１年が経つけど、誘客への
取り組みはどうなって
いるのかなぁ

町内で
こんな取り組みを
したいんだけど…

地方創生って
よく耳にするけど、
どんな取り組みが

あるの？



◆開設日時・場所

　平成28年	 ４月２０日（水） 福野行政センター

19：00～21：00

	 	 ５月１８日（水） 上平行政センター

	 	 ７月２１日（木） 利賀行政センター

	 	 ８月２４日（水） 	平	行政センター

	 	 ９月２９日（木） 井口行政センター

	 	 １１月２４日（木） 福 光 庁 舎 別 館

　平成29年	 １月１９日（木） 井波行政センター

	 	 ２月２３日（木） 城端行政センター

◆昨年の様子

出前市長室は、市政について市民のみなさんから市長が直接意見を伺うことで、
対話による協働のまちづくりを進めるために開設します。

「生まれてきてよかった」「住んでいてよかった」「これからも住み続けたい」南
砺市を目指して、みなさんと一緒に将来を考えるための取り組みです。市内在住、
在勤の方は、どなたでも参加できます。意見のある方、他の方の意見を聞いてみ
たい方、みなさんお気軽にご参加ください。

福野会場

平会場

城端会場

井口会場

お問い合わせ 南砺で暮らしません課 広報係（協働のまちづくり支援センター内）
TEL 0763-23-2037　　FAX 0763-82-0170


